
平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

三

二

号

外
務
省
在
外
公
館
が
行
っ
て
い
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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外
務
省
在
外
公
館
が
行
っ
て
い
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

外
務
省
在
外
公
館
が
行
っ
て
い
る
便
宜
供
与
に
つ
い
て
、
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
一
八
号
）
で
は
「
在
外

公
館
が
行
っ
て
い
る
便
宜
供
与
と
は
、
一
般
に
、
公
共
性
を
有
す
る
用
務
で
海
外
に
渡
航
す
る
者
に
対
し
て
行
う
送
迎
、
宿
舎

の
手
配
等
の
支
援
を
指
す
。
」
と
の
定
義
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
八
号
）
を

踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

便
宜
供
与
の
格
付
け
、
取
扱
い
基
準
に
つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
Ａ
Ａ
、
Ｂ
Ｂ
、
Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｇ
Ｇ
、
Ｃ
Ｃ－

Ｈ
Ｈ
、
Ｄ
Ｄ
、
Ｔ
Ｔ－

Ｘ
Ｘ
及
び
Ｔ
Ｔ
の
八
つ
の
分
類
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
右
の
基
準
の
対
象

と
な
る
者
の
官
職
、
役
職
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

過
去
十
年
の
間
に
便
宜
供
与
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
国
会
議
員
の
人
数
、
国
会
議
員
以
外
の
人
数
に
つ
い
て
、

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
万
千
八
百
三
十
九
名
、
百
三
十
四
万
二
千
八
百
十
七
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
右
人
数
を
、
一
の
八
つ
の
分
類
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
便
宜
供
与
の
必
要
性
並
び
国
益
へ
の
貢
献
度
に
つ
き
、
「
公
共
性
を
有
す
る
用
務
で
海
外
に
渡

航
す
る
者
に
対
し
て
、
か
か
る
用
務
と
の
関
係
で
、
在
外
公
館
が
便
宜
供
与
を
行
う
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い

一



る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
「
公
共
性
を
有
す
る
用
務
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

二
の
便
宜
供
与
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
「
公
共
性
を
有
す
る
用
務
」
と
は
言
え
な
い
目
的
で
海
外
に
渡
航
し
た
者
に
、
便

宜
供
与
が
な
さ
れ
た
事
例
は
な
い
か
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
そ
の
経
費
の
み
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
理
由
で
、
便
宜
供
与
に
か
か
っ
た
金
額
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
金
額
は
明
確
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
原
資
は
す
べ
て
国
民
の
税
金
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
考
え
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

六

政
府
と
し
て
、
国
民
の
税
金
を
用
い
て
便
宜
供
与
を
行
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
か
か
っ
た
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
、
ま

た
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
便
宜
供
与
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

二


